
建物の外壁等に使用できる色彩の範囲(基準値)

別紙 3

注）記号及び数値はマンセル表色系による

色彩基準は、次の事項に該当する場合は適用除外とする。

ア）無彩色(マンセル値N3～N10までの色彩に限る)
イ）着色していない木、石、レンガ、コンクリート等の素材による色彩

ウ）建築物、工作物及び付属建築物の各壁面の３分の１未満


